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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられたヒートポンプとを
備え、このヒートポンプは、圧縮機と、圧縮機の下流に順次設けた放熱器、膨張手段、吸
熱器とにより形成し、前記吸気口から前記本体ケース内に吸気した空気を前記放熱器、前
記吸熱器を順次介して前記排気口へと送風する送風手段を設けるとともに、前記放熱器と
前記吸熱器の間に回動自在に除湿ローターを設け、この除湿ローターは放湿部と吸湿部か
らなり、前記放湿部は前記放熱器と前記吸熱器の間の風路に設け、前記吸湿部は前記吸熱
器と前記排気口の間の風路に設け、前記放熱器と前記放湿部の間に加熱手段を設けた構成
とし、前記圧縮機の異常を検知し前記ヒートポンプを制御する異常検知制御手段と、この
異常検知制御手段の検知結果から前記加熱手段の運転を制御する制御手段を設け、前記圧
縮機の異常が解消された場合に、最初に前記異常検知制御手段が前記ヒートポンプを運転
し、次に前記制御手段が前記加熱手段を運転する除湿装置。
【請求項２】
制御手段は異常検知制御手段の検知結果から前記加熱手段に加え前記送風手段の運転も制
御する請求項１記載の除湿装置。
【請求項３】
異常検知制御手段は前記圧縮機の温度によって異常を検出する請求項１または２に記載の
除湿装置。
【請求項４】
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異常検知制御手段は前記圧縮機の天面に設けた請求項１～３のいずれかに記載の除湿装置
。
【請求項５】
前記異常検知制御手段が前記圧縮機の異常を検知した場合に前記異常検知制御手段が前記
ヒートポンプを停止し、前記制御手段は前記加熱手段を停止する請求項１～４のいずれか
に記載の除湿装置。
【請求項６】
圧縮機の異常が解消された場合に、最初に前記異常検知制御手段が前記ヒートポンプを運
転し、前記制御手段が前記圧縮機において所定期間正常運転の継続を確認後、次に前記加
熱手段を運転する請求項１～５のいずれかに記載の除湿装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートポンプを活用した除湿装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の除湿装置の構成は以下のようになっていた。
【０００３】
　すなわち、吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられたヒー
トポンプとを備え、このヒートポンプは、圧縮機と、圧縮機の下流に順次設けた放熱器、
膨張手段、吸熱器とにより形成し、前記吸気口から本体ケース内に吸気した空気を放熱器
、吸熱器を順次介して排気口へと送風する送風手段を設けた構成となっていた（例えば、
これに類似する先行文献は下記特許文献１に記載されている）。
【０００４】
　近年、さらに除湿能力の高い除湿装置が求められ、ヒートポンプに除湿ローターを組み
合わせて除湿能力を高めた除湿装置が開発された。
【０００５】
　すなわち、上記送風手段の風路であって、放熱器と吸熱器の間には除湿ローターを、ま
た、この除湿ローターと放熱器の間には加熱器を設け、まず、吸熱器部分で結露、除湿回
収できなかった湿気をこの除湿ローターで吸湿する。次に、この除湿ローターへ放熱器お
よび加熱器によって加熱された空気を送風し、その空気に湿気を放湿させ、再度吸熱器へ
送風することにより結露させ除湿することによって除湿能力を高めようとする構成とする
ものである（例えば、これに類似する先行文献は下記特許文献２に記載されている）。
【特許文献１】特開平６－３３１１６７号公報
【特許文献２】特開２００６－１０２５７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来例における課題は、無駄な電力消費が大きいということであった。
【０００７】
　すなわち、従来の物においては、吸気口に埃などが詰まり、放熱器への送風が減少し、
放熱器での冷媒の冷却が抑制されると、圧縮機が更に冷媒温度を上げようとするために、
更に圧力が高くなる。これを繰り返すことにより圧縮機が高圧、高温の異常状態となる。
【０００８】
　そこで、圧縮機にはオーバーロードプロテクターを備えていた。このオーバーロードプ
ロテクターにより、圧縮機の異常状態を検知するとヒートポンプの運転を停止し、その停
止状態で圧縮機の復帰を待ち、圧縮機が復帰すると再度ヒートポンプの運転を開始するこ
とにより、安全性を確保していた。
【０００９】
　しかし、このようにヒートポンプの運転を停止している間、つまり除湿の効率が低下す
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る状態であるにもかかわらず、加熱器などは運転状態であるため、無駄な電力消費が問題
となっていた。
【００１０】
　そこで本発明は、除湿が効果的に行われない状態での無駄な電力消費を抑制することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そしてこの目的を達成するために本発明は、吸気口と排気口を有する本体ケースと、こ
の本体ケース内に設けられたヒートポンプとを備え、このヒートポンプは、圧縮機と、圧
縮機の下流に順次設けた放熱器、膨張手段、吸熱器とにより形成し、前記吸気口から前記
本体ケース内に吸気した空気を前記放熱器、前記吸熱器を順次介して前記排気口へと送風
する送風手段を設けるとともに、前記放熱器と前記吸熱器の間に回動自在に除湿ローター
を設け、この除湿ローターは放湿部と吸湿部からなり、前記放湿部は前記放熱器と前記吸
熱器の間の風路に設け、前記吸湿部は前記吸熱器と前記排気口の間の風路に設け、前記放
熱器と前記放湿部の間に加熱手段を設けた構成とし、前記圧縮機の異常を検知し前記ヒー
トポンプを制御する異常検知制御手段と、この異常検知制御手段の検知結果から前記加熱
手段の運転を制御する制御手段を設け、前記圧縮機の異常が解消された場合に、最初に前
記異常検知制御手段が前記ヒートポンプを運転し、次に前記制御手段が前記加熱手段を運
転し、これにより、初期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように本発明は、吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設
けられたヒートポンプとを備え、このヒートポンプは、圧縮機と、圧縮機の下流に順次設
けた放熱器、膨張手段、吸熱器とにより形成し、前記吸気口から前記本体ケース内に吸気
した空気を前記放熱器、前記吸熱器を順次介して前記排気口へと送風する送風手段を設け
るとともに、前記放熱器と前記吸熱器の間に回動自在に除湿ローターを設け、この除湿ロ
ーターは放湿部と吸湿部からなり、前記放湿部は前記放熱器と前記吸熱器の間の風路に設
け、前記吸湿部は前記吸熱器と前記排気口の間の風路に設け、前記放熱器と前記放湿部の
間に加熱手段を設けた構成とし、前記圧縮機の異常を検知し前記ヒートポンプを制御する
異常検知制御手段と、この異常検知制御手段の検知結果から前記加熱手段の運転を制御す
る制御手段を設け、前記圧縮機の異常が解消された場合に、最初に前記異常検知制御手段
が前記ヒートポンプを運転し、次に前記制御手段が前記加熱手段を運転するものであり、
その安全性をさらに高めることができるものである。
【００１３】
　すなわち、圧縮機の異常を検知する異常検知制御手段と、この異常検知制御手段の検知
結果から加熱手段の運転を制御する制御手段を設けたので、圧縮機の異常を異常検知制御
手段により検知することにより、加熱手段の運転を制御するので、結論として、除湿が効
果的に行われない状態では、加熱手段の運転を停止することとなり、圧縮機の異常が解消
された場合に、最初に異常検知制御手段がヒートポンプを運転し、次に制御手段が加熱手
段を運転するので、更に安全性も高まることとなる。
【００１４】
　これらの結果により、除湿が効果的に行われない状態での無駄な電力消費を抑制するこ
とができ、更に安全性も高まるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本実施形態を添付図面を用いて説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　図１および図２に示すように、本実施形態の除湿装置は、吸気口１と排気口２を有する
本体ケース３と、この本体ケース３内に設けられたヒートポンプ４とを備えている。この
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ヒートポンプ４は、圧縮機５と、放熱器６、膨張手段７、吸熱器８とにより形成している
。
【００１７】
　送風手段９によって、吸気口１から本体ケース３内に吸気した空気は、放熱器６、吸熱
器８を順次介して排気口２へと送風される。
【００１８】
　送風手段９の風路であって放熱器６と吸熱器８の間には、回動自在に除湿ローター１０
を設けており、この除湿ローター１０は放湿部１１と吸湿部１３を備えている。
【００１９】
　放湿部１１は放熱器６と吸熱器８の間の風路に、吸湿部１３は吸熱器８と排気口２の間
の風路に設けられており、放熱器６と放湿部１１の間には加熱手段であるヒーター１２を
設けた構成としている。
【００２０】
　すなわち、送風手段９によって吸気口１から本体ケース３内に吸気した空気は、放熱器
６で加熱された後にヒーター１２で更に加熱され、高温で相対湿度の低い空気となり、除
湿ローター１０の放湿部１１へ送風される。
【００２１】
　この放湿部１１に送風された空気は、放湿部１１の湿気を取り込み湿度の高い状態とな
って吸熱器８へ送られる。この吸熱器８で結露させて除湿し、吸湿部１３に達する。そこ
で、乾燥状態となった除湿ローター１０の放湿部１１が駆動手段１６によって回転し、吸
湿部１３となり、この吸湿部１３で吸熱器８で除湿されなかった湿度を吸湿し除湿する。
【００２２】
　本実施形態における特徴は、圧縮機５の異常を検知する異常検知制御手段であるオーバ
ーロードプロテクター１８を設け、更にこのオーバーロードプロテクター１８の検知結果
からヒーター１２の運転を制御する制御手段１７を設けたことである。
【００２３】
　具体的には、オーバーロードプロテクター１８は圧縮機５の天面に設けられ、この圧縮
機５の温度によって圧縮機５の異常を検知する。この圧縮機５の異常とは、吸気口１に埃
などが詰まり、放熱器６への送風が減少し、放熱器６での冷媒の冷却が抑制されると、圧
縮機５が更に冷媒温度を上げようとするために、更に圧力が高くなる。これを繰り返すこ
とにより圧縮機５が高圧、高温の状態になることを意味する。
【００２４】
　すなわち、オーバーロードプロテクター１８は圧縮機５の天面における温度が設定され
たしきい値以上の温度を検知するとヒートポンプ４を停止し、その検知結果から制御手段
１７によって、ヒーター１２を同時に停止するものである。
【００２５】
　このように、ヒートポンプ４とヒーター１２を同時に停止することにより、ヒートポン
プ４の運転を停止している間、すなわち、除湿が効果的に行われない状態で、ヒーター１
２も停止することにより、除湿が効果的に行われない状態でのヒーター１２による無駄な
電力消費を無くし、更に安全性も高めることとなる。
【００２６】
　なお、設定されたしきい値の一例として、オーバーロードプロテクターの動作温度は約
１４０～１５０℃であり、復帰温度は約７０℃である。
【００２７】
　そして、制御手段１７は、送風手段９による送風のみの運転を行う。圧縮機５の温度が
、設定されたしきい値より低くなった場合、すなわち圧縮機５の異常が解消された場合に
、最初にオーバーロードプロテクター１８がヒートポンプ４を運転し、次に制御手段１７
がヒーター１２を運転する。
【００２８】
　具体的には、オーバーロードプロテクター１８は圧縮機５の異常が解消された場合に、
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まずヒートポンプ４を運転する。そして圧縮機５が設定された所定期間正常運転を継続し
たことを確認し、その後制御手段１７がヒーター１２を運転するものである。
【００２９】
　このように、オーバーロードプロテクター１８は圧縮機５の異常が解消された場合に、
まずヒートポンプ４を運転し、次に制御手段１７は圧縮機５が設定された所定期間正常運
転を継続した後にヒーター１２を運転することにより、確実に圧縮機５の異常が解消され
たことを確認した上で、ヒーター１２を運転することとなり、除湿が効果的に行われない
状態でのヒーター１２による不要な電力消費を無くし、更に安全性も高めることとなる。
【００３０】
　なお、設定された所定期間の一例は約５から１０分である。
【００３１】
　また、オーバーロードプロテクター１８は圧縮機５の異常が解消された場合にヒートポ
ンプ４を運転するが、制御手段１７によって圧縮機５が所定期間正常運転を継続しないこ
とを確認した場合には、ヒートポンプ４を再び停止させるものである。
【００３２】
　具体的には、オーバーロードプロテクター１８はヒートポンプ４の異常が解消された場
合に、まずヒートポンプ４を運転する。そして制御手段１７によって圧縮機５が所定期間
正常運転を継続しないことを確認した場合、すなわち圧縮機５の温度が設定されたしきい
値より再度高くなった場合には、オーバーロードプロテクター１８はヒーター１２を運転
する前に再度ヒートポンプ４を停止させ、改めてヒートポンプ４の異常が解消されるまで
、送風手段９による送風のみの運転を行うこととなる。
【００３３】
　このように、オーバーロードプロテクター１８はヒートポンプ４の異常が解消されヒー
トポンプ４を運転するが、制御手段１７によって圧縮機５が所定期間正常運転を継続しな
いことを確認した場合には、オーバーロードプロテクター１８はヒートポンプ４を再度停
止することとなり、確実にヒートポンプ４の異常が解消されたことを確認しないで、ヒー
ター１２を運転することがないので、ヒーター１２による無駄な電力消費を無くし、更に
安全性も高めることとなる。
【００３４】
　（実施の形態２）
　実施の形態２は図３に示すように、実施の形態１に対し、制御手段１７が異常検知制御
手段であるオーバーロードプロテクター１８の検知結果から加熱手段であるヒーター１２
に加え送風手段９の運転も制御する点と、機器異常ランプを設けた点が相違する。
【００３５】
　オーバーロードプロテクター１８は圧縮機５の天面に設けられ、この圧縮機５の温度に
よって圧縮機５の異常を検知する。この圧縮機５の異常とは、吸気口１に埃などが詰まり
、放熱器６への送風が減少し、放熱器６での冷媒の冷却が抑制されると、圧縮機５が更に
冷媒温度を上げようとするために、更に圧力が高くなる。これを繰り返すことにより圧縮
機５が高圧、高温の状態になることを意味する。
【００３６】
　すなわち、オーバーロードプロテクター１８が圧縮機５の天面の温度が設定されたしき
い値以上の温度を検知すると、その検知結果から、オーバーロードプロテクター１８がヒ
ートポンプ４を停止し、制御手段１７によってヒーター１２を停止するものである。
【００３７】
　そして、オーバーロードプロテクター１８はヒートポンプ４の異常が解消された場合に
は、ヒートポンプ４を運転する。そして制御手段１７は圧縮機５が設定された所定期間正
常運転を継続したことを確認し、その後にヒーター１２を運転するものである。一方、圧
縮機５が所定期間正常運転を継続しない場合、再度、ヒートポンプ４を停止する停止サイ
クルを所定回数行った場合に送風手段９の運転も停止するものである。
【００３８】
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　停止サイクルとは具体的には以下の動作を意味する。まずオーバーロードプロテクター
１８は、ヒートポンプ４の異常が解消されるとヒートポンプ４を運転する。次に、制御手
段１７によって圧縮機５が所定期間正常運転を継続しないことを確認した場合、すなわち
圧縮機５の温度が設定されたしきい値より再度高くなった場合には、ヒーター１２を運転
する前にオーバーロードプロテクター１８は再度ヒートポンプ４を停止させる。そして送
風手段９による送風のみの運転を行い、改めてヒートポンプ４の異常が解消されるのを待
つサイクルである。
【００３９】
　このような、停止サイクルを設定された所定回数行った場合に送風手段９の運転を停止
することにより、ヒーター１２、ヒートポンプ４および送風手段９の運転を停止し、すな
わち本体の運転を停止しすることとなる。
【００４０】
　具体的には、停止サイクルを設定された所定回数行った場合に、所定時間送風手段９を
運転後に送風手段９の運転を停止するものである。
【００４１】
　このように、所定時間送風手段９を運転することにより、ヒートポンプ４を確実に冷却
し、その後に送風手段９の運転を停止する、すなわち、本体の運転を停止させるので、ヒ
ートポンプ４が異常になり易い状態で何度もヒートポンプ４の運転と停止を繰り返すこと
による、無駄な電力消費を無くし、更に安全性も高めることとなる。
【００４２】
　なお、設定された所定回数の一例は約３回である。
【００４３】
　また、制御手段１７は上記のように送風手段９の運転を停止した場合には、機器異常ラ
ンプ（図示せず）を点滅させることとなる。
【００４４】
　このように、本体の運転が停止した場合に、機器異常ランプ（図示せず）を点滅させ、
使用者に異常を知らせることにより、より安全性を高めることとなる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上のように本発明は、吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設
けられたヒートポンプとを備え、このヒートポンプは、圧縮機と、圧縮機の下流に順次設
けた放熱器、膨張手段、吸熱器とにより形成し、前記吸気口から前記本体ケース内に吸気
した空気を前記放熱器、前記吸熱器を順次介して前記排気口へと送風する送風手段を設け
るとともに、前記放熱器と前記吸熱器の間に回動自在に除湿ローターを設け、この除湿ロ
ーターは放湿部と吸湿部からなり、前記放湿部は前記放熱器と前記吸熱器の間の風路に設
け、前記吸湿部は前記吸熱器と前記排気口の間の風路に設け、前記放熱器と前記放湿部の
間に加熱手段を設けた構成とし、前記圧縮機の異常を検知し前記ヒートポンプを制御する
異常検知制御手段と、この異常検知制御手段の検知結果から前記加熱手段の運転を制御す
る制御手段を設けたものであり、除湿が効果的に行われない状態での無駄な電力の消費を
抑制し、更に安全性が高くなるものである。
【００４６】
　すなわち、圧縮機の異常を検知する異常検知制御手段と、この異常検知制御手段の検知
結果から加熱手段の運転を制御する制御手段を設けたので、圧縮機の異常を異常検知制御
手段により検知することにより、ヒートポンプの運転を制御するとともに、加熱手段の運
転も制御するので、結論として、除湿が効果的に行われない状態では、加熱手段の運転を
停止することとなる。
【００４７】
　これらの結果により、除湿が効果的に行われない状態での無駄な電力の消費抑制し、更
に安全性が高くなるものである。
【００４８】
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　従って、家庭用や事務所用などの、除湿装置として活用が期待されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態１の除湿装置の概略断面図
【図２】本発明の実施の形態１の除湿装置の動作を示すフローチャート
【図３】本発明の実施の形態２の除湿装置の動作を示すフローチャート
【符号の説明】
【００５０】
　１　　吸気口
　２　　排気口
　３　　本体ケース
　４　　ヒートポンプ
　５　　圧縮機
　６　　放熱器
　７　　膨張手段
　８　　吸熱器
　９　　送風手段
　１０　除湿ローター
　１１　放湿部
　１２　ヒーター
　１３　吸湿部
　１６　駆動手段
　１７　制御手段
　１８　オーバーロードプロテクター

【図１】 【図２】
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